
､

~言1
hJぜ、

、

高正

噛
在
側
（
一
一

f!
ー

I

| 内 閣
人事記録済

検
事
長
に
任
命
す
る

４

法
務
事
務
次
官
黒
川
弘
務

亙

鯉
；
綱
：
…
。
唖
轡

一
内
閣
総
理
大
臣

；

。
。
‐
；
』
’

隆
根
＊
国
務
太
良
率
。
“
・
務
＊
彦
俊
一
・
“
・
務
大
康
筵

麻
生
国
務
大
臣

巣
。
＊
。
務
壹
一
‐
・

仙
＃
．
務
奎
霊
㈱
ゞ
・
務

石
田
国
務
大
臣
圭
口
川
国
務
大
臣

山
下
国
務
大
臣

河
野
国
務
大
臣
型
石
井
国
務
大
臣
菅
国
務
大
臣

ゑ
亀
〆
：
務
畜
均

一
柴
山
国
務
大
臣
良
一
原
・
国
務
大
公
灰
平
井
・
務
大
。
到
詞
助
岸
〕

原
田

国
務
大
臣
仙
唾
別
７

河
野
国
務
大
臣

外
出

認
不
塞

宕
井
圃
務
大
麗
ゐ

一
Ｉ
型

茂
木
国
務
大
臣

唾

山
本
国
務
大
臣

均

一
渡
辺
国
務
大
臣

柴
山
国
務
大
臣
典

茂
木
国
務
大
臣

宮
腰

国
務
大
臣
Ⅶ
”
』

内
閣
人
第
二
号

起案

平
成
三
一
年
一
月
七
日

哉
可

平
成
年
月
日

平
成

年
月
日

一
一
若
美

１
１
ユ
●
．
↑

一

成
年
月
日
施
行

平
成
年
月
日

決
定

TI7

成
三
一
年
一
月
八
日



’

’

’
1

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

l

川
口

1
1

’

検
事
長（

以
上
一
月
十
八
日
予
定
）

八

1
木
宏
幸

’

1

1
’内L－ 閣



法務省人検第1号

平成3 1年1月4日

内閣総理大臣殿

法務大

下記のとおり人事異動を実施したいので， 閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，東京高等検察庁検事長八木宏幸の退官に伴い，その後任に法

務事務次官黒川弘務を充てようとするものであります。

記

法務事務次官 黒川弘務

検事長に任命する

東京高等検察庁検事長 検事長 八木宏幸

願に依り本官を免ずる

（平成31年1月18日付け）
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略 歴

氏名（ふりがな）八木宏幸（やぎ 1

性別 男

生年月日 昭和31年6月9日

学歴 ｜
中央大学法学部法律学科卒業（［

司法修習終了（昭和56年4月）

採用試験司法試験

ひ

(昭

採用試験

ろあき）

和54年3月）

出身地 大阪府

大阪地検検事

釧路地検検事

大阪地検検事

神戸地検尼崎支部検事

大阪地検検事

東京地検検事

大阪地検検事

法務総合研究所教官

東京地検検事

東京地検八王子支部検事

東京高検検事

東京地検総務部長

東京地検特別捜査部長

福井地検検事正

最高検検事

東京地検次席検事

最高検公安部長

最高検刑事部長

東京地検検事正

次長検事

東京高検検事長

昭和56年4月

昭和57年3月

昭和59年3月

昭和61年3月

昭和63年3月

平成 1年3月

平成3年4月

平成6年4月

平成9年4月

平成13年4月

平成14年4月

平成17年7月

平成19年 1月

平成20年7月

平成21年7月

平成23年1月

平成24年8月

平成26年1月

平成27年12月

平成28年9月

平成30年7月

｡
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東京高等検察庁

検事長

退 官 願


